
対馬市シルバー人材センター

派遣事業はじめました！！

一般社団法人対馬市シルバー人材センター

本 部 ： 対馬市豊玉町仁位94番地10    TEL 0920-58-0112

まずはお電話下さい！！ （平日8:45～17:30 土日祝休み）

６０歳以上の健康で働く意欲のある方



「シルバー派遣事業」とは、公益社団法人 長崎県シルバー人材センター連合会が行う「労働者派遣事業」です。
「シルバー派遣事業」は、シルバー人材センターが従来から実施している「請負・委任」による就業とは形態が
異なり、労働者派遣契約に基づき、センターが雇用する会員を派遣し、お客様（派遣先）の指揮命令の下で会
員が就業します。
対馬市シルバー人材センターは実施事務所として窓口業務を行います。

「短時間でいいので、作業を手伝ってほしい」
「正規労働者の不足やシフトのすき間を埋めたい」

そんなご要望はございませんか？

シルバー人材センターでは労働者の派遣
（ シルバー派遣事業 ）も行っております。

シルバー人材センターへご依頼いただく仕事のうち、次のようなものは、「請負・委任」ではなく「シルバー派遣」
で対応させていただきます。

○ 労働者が発注者の指揮命令を受ける場合
○ 発注者が雇用する労働者と混在して就業する場合

また次のような要件がございます。

○ 概ね月10日以内または週20時間以内の就労であること。
○ 港湾運送業務、建築業務、警備業務、病院等における医療関係の業務のほか、高齢者にとって危険または

有害な作業等については派遣することができません。
○ 派遣労働者の賃金及び交通費等の待遇は、派遣先において同種同様の業務に就労する労働者と 同一で

あること。
○ 労働者災害補償保険はシルバー人材センターにおいて加入します。
○ 労働者派遣契約を締結し、派遣労働会員を派遣します。
○ 労働者派遣契約に基づき派遣契約料金をお支払いただくことになります。

２．＜シルバー派遣事業の要件＞

軽易な業務
（おおむね週20時間を超えないもの）

臨時的・短期的な業務
（おおむね月10日程度以内のもの）

１．＜シルバー派遣事業とは？＞


